
長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）

第１編　共通編 第１編　共通編
第１章　総則 第１章　総則
第１節　総則 第１節　総則

共-1-3 １－１－２　用語の定義　26. １－１－２　用語の定義　26.

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各
工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸
法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影した
ものをいう。
なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工
事写真の小黒板情報電子化について」（平成29年1月30日付け国技建管第10
号）に基づき実施しなければならない。

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各
工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸
法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影した
ものをいう。
なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工
事写真の小黒板情報電子化についての一部改定について」（令和3年3月26
日付け国技建管第21号）に基づき実施しなければならない。

諸法令等の改定に伴う修正

共-1-6 １－１－６　施工計画書　1. １－１－６　施工計画書　1.

（１）工事概要
（２）計画工程表
（３）現場組織表
（４）安全管理
（５）指定機械
（６）主要資材
（７）施工方法（主要機械、主要船舶、仮設備計画及び工事用地等を含
む）
（８）施工管理計画（施工管理担当者氏名を含む）
（９）緊急時の体制及び対応
（10）交通管理
（11）環境対策
（12）現場の就業時間
（13）現場作業環境の整備
（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
（15）総合評価に関する事項（誓約項目、技術提案または施工計画）
　　　※総合評価落札方式実施時のみ
（16）その他

（１）工事概要
（２）計画工程表
（３）現場組織表
（４）安全管理
（５）指定機械
（６）主要資材
（７）施工方法（主要機械、主要船舶、仮設備計画及び工事用地等を含
む）
（８）施工管理計画（施工管理担当者氏名を含む）
（９）緊急時の体制及び対応
（10）交通管理
（11）環境対策
（12）現場の就業時間
（13）現場作業環境の整備
（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
（15）総合評価に関する事項（誓約項目、技術提案または施工計画）
　　　※総合評価落札方式実施時のみ
（16）法定休日・所定休日（週休二日の導入）
（17）その他

施工計画書の記載内容追加
（令和6年度適用の改正労
働基準法関係）

共-1-9 １－１－１８　工事の一時中止　1. １－１－１８　工事の一時中止　1.

発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合におい
ては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の
全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴
動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、１－１
－47 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。

発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合におい
ては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の
全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴
動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第１編
１－１－48 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならな
い。

誤植

頁 改定前 改定後 摘要
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

共-1-11 １－１－２３　建設副産物　4. １－１－２３　建設副産物　4.

受注者は、当該工事で資源の有効な利用の促進に関する法律（平成26年６
月改正 法律第69号）第15条に基づく、建設業に属する事業を行う者の再生
資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第８条に規定
する建設資材に規定する特定建設資材を工事現場に搬入する場合には、法
令に基づき、再生資源利用計画書を所定の様式に基づき作成した後、速や
かに監督職員に提出してその内容を説明のうえ、公衆の見やすい場所へ掲
げるものとする。また、受注者は、計画及び実施状況の記録を工事完成後
５年間保存しなければならない。

受注者は、当該工事で資源の有効な利用の促進に関する法律（平成26年６
月改正 法律第69号）第15条に基づく、建設業に属する事業を行う者の再生
資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第８条に規定
する建設資材に規定する特定建設資材を工事現場に搬入する場合には、法
令に基づき、再生資源利用計画書を所定の様式に基づき作成した後、速や
かに監督職員に提出してその内容を説明のうえ、公衆の見やすい場所に掲
げなければならない。また、受注者は、計画及び実施状況の記録を工事完
成後５年間保存しなければならない。

文言の修正

共-1-11 １－１－２３　建設副産物　5. １－１－２３　建設副産物　5.

受注者は、当該工事で資源の有効な利用の促進に関する法律（平成26年６
月改正 法律第69号）第34条に基づく、建設業に属する事業を行う者の指定
副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を
定める省令第７条に規定する指定副産物を工事現場から搬出する場合に
は、法令に基づき、再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し
た後、速やかに監督職員に提出してその内容を説明のうえ、公衆の見やす
い場所へ掲げるものとする。また、受注者は、計画及び実施状況の記録を
工事完成後５年間保存しなければならない。

受注者は、当該工事で資源の有効な利用の促進に関する法律（平成26年６
月改正 法律第69号）第34条に基づく、建設業に属する事業を行う者の指定
副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を
定める省令第７条に規定する指定副産物を工事現場から搬出する場合に
は、法令に基づき、再生資源利用促進計画書（確認結果票含む）を所定の
様式に基づき作成した後、速やかに監督職員に提出してその内容を説明の
うえ、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。また、受注者は、計
画及び実施状況の記録を工事完成後５年間保存しなければならない。

諸法令等の改定に伴う修
正、文言の修正

共-1-18 １－１－２６　完成検査　1. １－１－２６　完成検査　1.

受注者は、契約書第32条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提
出しなければならない。

受注者は、契約書第32条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員を通
じて発注者に提出しなければならない。

文言の追加

共-1-22 １－１－３３　工事中の安全管理　17. １－１－３３　工事中の安全管理　17.

受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い
場所に、工事名、工期、発注者名、受注者名及び工事内容等を記載した標
示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。
ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略するこ
とができるものとする。
なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載
するものとし、図1-1を参考とする。

受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い
場所に、工事名、工期、発注者名、受注者名及び工事内容等を記載した標
示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。
ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略するこ
とができるものとする。
なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載
するものとし、図1-1を参考とする。

諸法令等の改定に伴う修正

また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における標
示施設等の設置基準について（昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長
通達、 新改正平成18年3月31日付け 国道利37号・国道国防第205号）、道
路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（平成18
年3月31日付け 国道利38号・国道国防第206号 道路局路政課長、国道･防災
課長通達）、河川工事等の工事看板の取扱いについて（ 令和２年２月21日
付け 国水環第115号・国水治第135号・国水保第103号・国水海第82号 水管
理・国土保全局河川環境課長、治水課長、保全課長、海岸室長通達）によ
るものとする。

また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における標
示施設等の設置基準について（昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長
通達、 新改正平成18年3月31日付け 国道利37号・国道国防第205号 道路
局路政課長、国道・防災課長通達）、河川工事等の工事看板の取扱いにつ
いて（ 令和3年5月27日付け 国水環第26号・国水治第22号・国水保第8号・
国水海第10号 水管理・国土保全局河川環境課長、治水課長、保全課長、海
岸室長通達）によるものとする。

諸法令等の改定に伴う修正
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

共-1-24 １－１－３３　工事中の安全管理　30. １－１－３３　工事中の安全管理　30.

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全
について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うととも
に、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（令和３年６月改正 内閣
府・国土交通省令第２号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準
（建設省道路局長通知、昭和37年８月30日）、道路工事現場における標示
施設等の設置基準の一部改正について（局長通知 平成18年３月31日 国
道利37号・国道国防第205号）、道路工事現場における工事情報看板及び工
事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長
通知 平成18年３月31日 国道利38号・国道国防第206号）及び道路工事保
安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知 昭和47年２月）に
基づき、安全対策を講じなければならない。また、施工段階において一時
的に公共道路を開放する場合は、安全対策について施工計画書へ具体的に
記載しなければならない。

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全
について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うととも
に、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（令和3年9月改正 内閣
府・国土交通省令第4号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準
（建設省道路局長通知、昭和37年8月30日）、道路工事現場における標示施
設等の設置基準の一部改正について（局長通知 平成18年3月31日 国道利
37号・国道国防第205号）、道路工事現場における工事情報看板及び工事説
明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知
平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号）及び道路工事保安施設
設置基準（案）（国土交通省道路局国道・技術課長通知 令和6年2月）に
基づき、安全対策を講じなければならない。また、施工段階において一時
的に公共道路を開放する場合は、安全対策について施工計画書へ具体的に
記載しなければならない。

諸法令等の改定に伴う修正
（交通誘導システムによる
交通誘導など）

共-1-25 １－１－３３　工事中の安全管理　40. １－１－３３　工事中の安全管理　40.

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成31年3月改
正 政令第41号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させると
きは、道路法第47条の２に基づく通行許可を得ていることを確認しなけれ
ばならない。また、道路交通法施工令（令和３年６月改正 政令第172号）
第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するとき
は、道路交通法（令和２年6月改正 法律第52号）第57条に基づく許可を得
ていることを確認しなければならない。

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（令和3年7月改
正 政令第198号）第3条における一般的制限値を超える車両を通行させると
きは、道路法第47条の２に基づく通行許可、または道路法第47条の10に基
づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければならない。ま
た、道路交通法施行令（令和4年1月改正 政令第16号）第22条における制限
を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和4
年4月改正 法律第32号）第57条に基づく許可を得ていることを確認しなけ
ればならない。

諸法令等の改定に伴う修正

共-1-28 １－１－３７　環境対策　7. １－１－３７　環境対策　7.

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事
官通達、昭和62年３月30日改正）によって低騒音型・低振動型建設機械を
設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械
の指定に関する規定（国土交通省告示、平成13年４月９日）に基づき指定
された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件
等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められ
る機種または対策をもって監督職員と協議し、承諾を得なければならな
い。

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事
官通達、昭和62年３月30日改正）によって低騒音型・低振動型建設機械を
設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械
の指定に関する規程（国土交通省告示、平成13年４月９日）に基づき指定
された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件
等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められ
る機種または対策をもって監督職員と協議し、承諾を得なければならな
い。

誤植

共-1-29 １－１－４０　諸法令の遵守　1. １－１－４０　諸法令の遵守　1.

（１）長崎県財務規則（令和2年9月改正県規則41号） （１）長崎県財務規則（令和5年12月改正県規則38号） 諸法令等の改定に伴う修正
（８）雇用保険法（令和3年6月改正 法律第58号） （８）雇用保険法（令和4年3月改正 法律第12号） 諸法令等の改定に伴う修正
（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律
　　（令和2年3月改正 法律第14号）

（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律
　　（令和4年3月改正 法律第12号）

諸法令等の改定に伴う修正

（15）道路交通法（令和2年6月改正 法律第52号） （15）道路交通法（令和4年4月改正 法律第32号） 諸法令等の改定に伴う修正
（17）道路運送車両法（令和3年5月改正 法律第37号） （17）道路運送車両法（令和4年3月改正 法律第4号） 諸法令等の改定に伴う修正
（22）港湾法（令和2年6月改正 法律第49号） （22）港湾法（令和4年3月改正 法律第7号） 諸法令等の改定に伴う修正
（26）下水道法（令和3年5月改正 法律第31号） （26）下水道法（令和4年5月改正 法律第44号） 諸法令等の改定に伴う修正
（27）航空法（令和3年6月改正 法律第65号） （27）航空法（令和4年6月改正 法律第62号） 諸法令等の改定に伴う修正
（41）電気事業法（令和2年6月改正 法律第49号） （41）電気事業法（令和4年6月改正 法律第74号） 諸法令等の改定に伴う修正
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

共-1-30 １－１－４０　諸法令の遵守　1. １－１－４０　諸法令の遵守　1.

（44）建築基準法（令和3年5月改正 法律第44号） （44）建築基準法（令和4年5月改正 法律第55号） 諸法令等の改定に伴う修正
（62）空港法（令和元年6月改正 法律第37号） （62）空港法（令和4年6月改正 法律第62号） 諸法令等の改定に伴う修正
（66）資源の有効な利用の促進に関する法律
　　（平成26年6月改正 法律第69号）

（66）資源の有効な利用の促進に関する法律
　　（令和4年5月改正 法律第46号）

諸法令等の改定に伴う修正

（68）職業安定法（令和元年6月改正 法律第37号） （68）職業安定法（令和4年3月改正 法律第12号） 諸法令等の改定に伴う修正
（69）所得税法（令和3年5月改正 法律第37号） （69）所得税法（令和4年6月改正 法律第71号） 諸法令等の改定に伴う修正
（73）電波法（令和3年3月改正 法律第19号） （73）電波法（令和4年6月改正 法律第70号） 諸法令等の改定に伴う修正
（74）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に
　　　関する特別措置法（令和2年6月改正 法律第42号）

（74）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に
　　　関する特別措置法（令和4年4月改正 法律第32号）

諸法令等の改定に伴う修正

（75）労働保険の保険料の徴収等に関する法律
　　（令和3年6月改正 法律第58号）

（75）労働保険の保険料の徴収等に関する法律
　　（令和4年3月改正 法律第12号）

諸法令等の改定に伴う修正

（81）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
　　（令和3年5月改正 法律第37号）

（81）個人情報の保護に関する法律（令和4年5月改正 法律第54号） 諸法令等の改定に伴う修正

（84）都市計画法（令和4年12月改正　法律第87号） 諸法令の追加
（85）国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
　　（令和4年6月改正　法律第68号）

諸法令の追加

（86）特許法（令和3年5月改正　法律第42号） 諸法令の追加

共-1-45 １－１－６３　週休二日の対応　1.

受注者は、週休二日に取り組み、その実施内容を監督職員に報告しなけれ
ばならない。
なお、週休二日は、月単位で４週８休以上の現場閉所実施に努めるものと
する。

条文の追加
（令和6年度適用の改正労
働基準法関係）

共-1-45 １－１－６４　石綿使用の有無　1.

受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿（アスベス
ト）の使用の有無の「事前調査」を行わなければならない。石綿障害予防
規則に基づく一定規模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を所
轄労働基準監督局に届出を行わなければならない。また、大気汚染防止法
に基づき、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、都道府県知事
に届出を行わなければならない。

条文の追加
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

第２章　材料 第２章　材料
第５節　骨材 第５節　骨材

共-2-5 ２－５－１　一般事項　1. ２－５－１　一般事項　1.

JIS A 5001（道路用砕石） JIS A 5001（道路用砕石） 諸基準（JIS）の追加
JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）附属書A
（レディーミクストコンク

JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）附属書A
（レディーミクストコンク

JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂） JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂）
JIS A 5011－1（コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材） JIS A 5011－1（コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011－2（コンクリート用スラグ骨材－第２部
フェロニッケルスラグ骨材）

JIS A 5011－2（コンクリート用スラグ骨材－第２部
フェロニッケルスラグ骨材）

JIS A 5011－3（コンクリート用スラグ骨材－第３部：銅スラグ骨材） JIS A 5011－3（コンクリート用スラグ骨材－第３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011－4
（コンクリート用スラグ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）

JIS A 5011－4
（コンクリート用スラグ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5011－5
（コンクリート用スラグ骨材－第５部：石炭ガス化スラグ骨材）

JIS A 5015（道路用鉄鋼スラグ） JIS A 5015（道路用鉄鋼スラグ）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材Ｈ） JIS A 5021（コンクリート用再生骨材Ｈ）
JIS A 5031
（一般廃棄物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した
コンクリート用溶融スラグ骨材）

JIS A 5031
（一般廃棄物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した
コンクリート用溶融スラグ骨材）

JIS A 5032（一般廃棄物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を
溶融固化した道路用溶融スラグ）

JIS A 5032（一般廃棄物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を
溶融固化した道路用溶融スラグ）

共-2-7 ２－５－２　セメントコンクリート用骨材　3. ２－５－２　セメントコンクリート用骨材　3.

気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は、本条２項を適用しなくても
よいものとする。

気象作用を受けない構造物に用いる細骨材は、本条２項を適用しなくても
よいものとする。

誤植

第８節　セメント及び混和材料 第８節　セメント及び混和材料
共-2-19 ２－８－１　一般事項　4. ２－８－１　一般事項　4.

受注者は、貯蔵中に塊状になったセメントを、用いてはならない。また、
湿気をうけた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用に
あたっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければな
らない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性がある
ので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。

受注者は、貯蔵中に塊状になったセメントを、用いてはならない。また、
湿気を受けた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用に
あたっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければな
らない。ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性がある
ので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。

誤植
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

共-2-21 ２－８－３　混和材料　5. ２－８－３　混和材料　5.

急結剤は、「コンクリート標準示方書(規準編)JSCE-D 102-2018吹付けコ
ンクリート(モルタル)用急結剤品質規格（案）」（土木学会、平成30年10
月）の規格に適合するものとする。

急結剤は、「コンクリート標準示方書(規準編)[2018年制定]JSCE-D 102-
2018吹付けコンクリート(モルタル)用急結剤品質規格（案）」（土木学
会、2018年10月）の規格に適合するものとする。

諸基準等の改定に伴う修正

第１０節　瀝青材料 第１０節　瀝青材料
共-2-27 ２－１０－３　再生用添加剤 ２－１０－３　再生用添加剤

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（令和2年12月改正 政令第
34号）に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表２－30、表
２－31、表２－32の規格に適合するものとする。

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（令和4年12月改正 政令第
51号）に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表２－30、表
２－31、表２－32の規格に適合するものとする。

諸法令等の改定に伴う修正

共-2-28 ２－１０－３　再生用添加剤 ２－１０－３　再生用添加剤

諸基準等の改定に伴う修正

第３章　一般施工 第３章　一般施工
共-3-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準
類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならな
い。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定
に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準
類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならな
い。
また、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定
に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

誤植

表２－32 再生用添加剤の標準的性状

プラント再生用

項    目 標準的性状

動 粘 度 (60℃)      ㎟/s 80～1,000

引 火 点    ℃ 230 以上

薄 膜 加 熱 後 の 粘 度 比 ( 6 0 ℃ ) 2 以下

薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 ％ ±3 以下

密      度 ( 1 5 ℃ ) g / ㎤ 報告

組成（石油学会規格 JPI-5S-70-10） 報告

    ［注］密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため 0.95g/cm3 以上とする

ことが望ましい。

表２－32 再生用添加剤の標準的性状

プラント再生用

項    目 標準的性状

動 粘 度 (60℃)      ㎟/s 80～1,000

引 火 点     ℃ 230 以上

薄 膜 加 熱 後 の 粘 度 比 ( 6 0 ℃ ) 2 以下

薄 膜 加 熱 質 量 変 化 率 ％ ±3以下

密      度 ( 1 5 ℃ ) g / ㎤ 報告

組成（石油学会法 JPI-5S-70-10） 報告

［注］密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため 0.95g/cm3 以上とする

ことが望ましい。
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

第３章　一般施工 第３章　一般施工
共-3-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11月） 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11月）
日本道路協会
　道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平成29年11月）

日本道路協会
　道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（平成29年11月）

日本道路協会
　道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋
　・コンクリート部材編）（平成29年11月）

日本道路協会
　道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋
　・コンクリート部材編）（平成29年11月）

日本道路協会
　道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29年11月）

日本道路協会
　道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成24年3月） 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成24年3月）
日本道路協会　鋼道路橋施工便覧（令和2年9月） 日本道路協会　鋼道路橋施工便覧（令和2年9月）
日本道路協会　鋼道路橋防食便覧（平成26年3月） 日本道路協会　鋼道路橋防食便覧（平成26年3月）
日本道路協会　舗装調査・試験法便覧（平成31年3月） 日本道路協会　舗装調査・試験法便覧（平成31年3月）
日本道路協会　アスファルト舗装工事共通仕様書解説（平成4年12月） 日本道路協会　アスファルト舗装工事共通仕様書解説（平成4年12月）
日本道路協会　転圧コンクリート舗装技術指針（案）（平成2年11月） 日本道路協会　転圧コンクリート舗装技術指針（案）（平成2年11月）
建設省
薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（昭和49年７月）

建設省
薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（昭和49年７月）

建設省　薬液注入工事に係る施工管理等について（平成2年9月） 建設省　薬液注入工事に係る施工管理等について（平成2年9月）
日本薬液注入協会　薬液注入工法の設計・施工指針（平成元年6月） 日本グラウト協会　薬液注入工法の設計・施工指針（平成元年6月）
国土交通省　仮締切堤設置基準（案）（平成26年12月　一部改正） 国土交通省　仮締切堤設置基準（案）（平成26年12月　一部改正）
環境省　水質汚濁に係わる環境基準について（平成31年3月） 環境省　水質汚濁に係わる環境基準（環境省告示第62号）（令和3年10月）
日本道路協会　防護柵の設置基準・同解説／ポラードの設置便覧
（令和3年3月）

日本道路協会　防護柵の設置基準・同解説／ポラードの設置便覧
（令和3年3月）

日本道路協会　杭基礎施工便覧（令和2年9月） 日本道路協会　杭基礎施工便覧（令和2年9月）
全国特定法面保護協会　のり枠工の設計・施工指針（平成25年10月） 全国特定法面保護協会　のり枠工の設計・施工指針（平成25年10月）
地盤工学会　グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（平成24年5月） 地盤工学会　グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説（平成24年5月）
日本道路協会　道路土工－軟弱地盤対策工指針（平成24年8月） 日本道路協会　道路土工－軟弱地盤対策工指針（平成24年8月）
日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月） 日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月）
日本道路協会　道路土工－盛土工指針（平成22年4月） 日本道路協会　道路土工－盛土工指針（平成22年4月）

諸法令・諸基準等の改定に
伴う修正
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

第３章　一般施工 第３章　一般施工
共-3-2 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

日本道路協会　道路土工－切土工・斜面安定工指針（平成21年6月） 日本道路協会　道路土工－切土工・斜面安定工指針（平成21年6月）
日本道路協会　道路土工－擁壁工指針（平成24年7月） 日本道路協会　道路土工－擁壁工指針（平成24年7月）
日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月） 日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月）
日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月） 日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月）
日本道路協会　斜面上の深礎基礎設計施工便覧（令和3年10月） 日本道路協会　斜面上の深礎基礎設計施工便覧（令和3年10月）
日本道路協会　舗装再生便覧（平成22年11月） 日本道路協会　舗装再生便覧（平成22年11月）
日本道路協会　舗装施工便覧（平成18年2月） 日本道路協会　舗装施工便覧（平成18年2月）
日本道路協会　鋼管矢板基礎設計施工便覧（平成9年12月） 日本道路協会　鋼管矢板基礎設計施工便覧（平成9年12月）
建設省　トンネル工事における可燃性ガス対策について（昭和53年7月） 建設省　トンネル工事における可燃性ガス対策について（昭和53年7月）
建設業労働災害防止協会
ずい道等建設工事における換気技術指針
（換気技術の設計及び粉じん等の測定）（令和3年4月）

建設業労働災害防止協会
ずい道等建設工事における換気技術指針
（換気技術の設計及び粉じん等の測定）（令和3年4月）

建設省　道路付属物の基礎について（昭和50年7月） 建設省　道路付属物の基礎について（昭和50年7月）
国土交通省　道路標識設置基準（令和元年10月） 国土交通省　道路標識設置基準（令和元年10月）
日本道路協会　視線誘導標設置基準・同解説（昭和59年10月） 日本道路協会　視線誘導標設置基準・同解説（昭和59年10月）
建設省
　土木構造物設計マニュアル（案）[土工構造物・橋梁編]（平成11年11

建設省
　土木構造物設計マニュアル（案）[土工構造物・橋梁編]（平成11年11

建設省
　土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の
　手引き（案）[ボックスカルバート・擁壁編]（平成11年11月）

建設省
　土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の
　手引き（案）[ボックスカルバート・擁壁編]（平成11年11月）

国土交通省　建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月） 国土交通省　建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月）
厚生労働省
　ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
（令和2年7月）

厚生労働省
　ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
（令和2年7月）

国土交通省　土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編]
（平成13年12月）

国土交通省　土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編]
（平成13年12月）

国土交通省
　土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の
　手引き（案）（樋門編）（平成13年12月）

国土交通省
　土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の
　手引き（案）（樋門編）（平成13年12月）

日本道路協会 道路土工構造物技術基準・同解説（平成29年3月） 日本道路協会 道路土工構造物技術基準・同解説（平成29年3月）
労働省　騒音障害防止のためのガイドライン（平成4年10月） 労働省　騒音障害防止のためのガイドライン（平成4年10月）
厚生労働省　手すり先行工法等に関するガイドライン（平成21年4月） 厚生労働省　手すり先行工法等に関するガイドライン（平成21年4月）
土木学会　コンクリート標準示方書（規準編）（平成30年10月） 土木学会　コンクリート標準示方書（規準編）[2018年制定]（2018年10

地盤工学会　地山補強土工法設計・施工マニュアル（平成23年8月）

諸基準等の改定・追加に伴
う修正
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

第３節　共通的工種 第３節　共通的工種
共-3-3 ３－３－２　材料　4. ３－３－２　材料　4.

（７）以下に示すような場所で環境条件が特に厳しい場合には、さらに防
錆・防食効果が期待できる処理を施すものとする。
①凍結防止材を散布する区間
②交通量が非常に多い期間
③海岸に近接する区間（飛沫の当たる場所、潮風が強く当たる場所など）
④温泉地帯など
⑤雨水や凍結防止剤を含んだ水が長期間滞留または接触する場所

（７）以下に示すような場所で環境条件が特に厳しい場合には、さらに防
錆・防食効果が期待できる処理を施すものとする。
①凍結防止材を散布する区間
②交通量が非常に多い区間
③海岸に近接する区間（飛沫の当たる場所、潮風が強く当たる場所など）
④温泉地帯など
⑤雨水や凍結防止剤を含んだ水が長期間滞留または接触する場所

文言の修正

共-3-9 ３－３－７　植生工　6. ３－３－７　植生工　6.

添付図の修正

添付図の修正

共-3-28 ３－３－１７　支給品運搬工　2. ３－３－１７　支給品運搬工　2.

支給品の運搬については、沿道住民に迷惑がかからないように努めなけれ
ばならない。

支給品の運搬については、沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからないよ
うに努めなければならない。

文言の追加

共-3-32 ３－４－４　既製杭工　21. ３－４－４　既製杭工　21.

（９）受注者は、斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接にあたり、自重によ
り継手が引張りをうける側から開始しなければならない。

（９）受注者は、斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接にあたり、自重によ
り継手が引張りを受ける側から開始しなければならない。

誤植

図３－１ 耳  芝図３－１ 耳  芝
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

共-3-34 ３－４－５　場所打杭工　13. ３－４－５　場所打杭工　13.

受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないよう
に行わなければならない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、
連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコン
クリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない
場合で50㎝以上、孔内水を使用する場合で80㎝以上高く打込み、硬化後、
設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工
法による場所打杭の施工にあたっては、鉄筋天端高さまでコンクリートを
打ち込み、硬化後、設計書図書に示す高さまで取り壊すものとする。

受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないよう
に行わなければならない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、
連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコン
クリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない
場合で50㎝以上、孔内水を使用する場合で80㎝以上高く打込み、硬化後、
設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工
法による場所打杭の施工にあたっては、鉄筋天端高さまでコンクリートを
打ち込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊すものとする。

誤植

共-3-42 ３－５－３　コンクリートブロック工　4. ３－５－３　コンクリートブロック工　4.

受注者は、コンクリートブロック工の空張の積上げにあたり、胴がい及び
尻がいを用いて固定し、胴込め材及び裏込め材を充填した後、天端付近に
著しい空げきが生じないように入念に施工し、締固めなければならない。

受注者は、コンクリートブロック工の空張の積上げにあたり、胴がい及び
尻がいを用いて固定し、胴込め材及び裏込め材を充填した後、天端付近に
著しい空隙が生じないように入念に施工し、締固めなければならない。

誤植

共-3-53 ３－６－５　アスファルト舗装工　4. ３－６－５　アスファルト舗装工　4.

誤植

共-3-54 ３－６－５　アスファルト舗装工　4. ３－６－５　アスファルト舗装工　4.

（16）受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理
混合物を敷均したときの混合物の温度は110℃以上、また、１層の仕上がり
厚さは10㎝以下としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷
均しが困難な場合は、監督職員と協議の上、混合物の温度を決定するもの
とする。

（16）受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理
混合物を敷均したときの混合物の温度は110℃以上、また、１層の仕上がり
厚さは10㎝以下としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷
均しが困難な場合や、中温化技術により施工性を改善した混合物を使用す
る場合、締固め効果の高いローラを使用する場合などは、監督職員と協議
の上、所定の締固めが得られる範囲で、混合物の適切な温度を決定するも
のとする。

諸基準等の改定に伴う修正

表３－25 マーシャル安定度試験基準値

項            目 基      準      値

安定度 kN 3.43 以上

フロー値 (1／100 ㎝) 10～40

空げき率  (％) 3～12

注）25 ㎜を超える骨材部分は、同重量だけ 25 ㎜～13 ㎜で置き換えてマーシャル

安定度試験を行う。

表３－25 マーシャル安定度試験基準値

項            目 基      準      値

安定度 kN 3.43 以上

フロー値 (1／100 ㎝) 10～40

空隙率  (％) 3～12

注）25 ㎜を超える骨材部分は、同重量だけ 25 ㎜～13 ㎜で置き換えてマーシャル

安定度試験を行う。
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

共-3-58 ３－６－６　コンクリート舗装工　4. ３－６－６　コンクリート舗装工　4.

誤植

共-3-69 ３－７－６　サンドマット工　1. ３－７－６　サンドマット工　1.

受注者は、サンドマットの施工にあたり、砂のまき出しは均一に行い、均
等に荷重をかけるようにしなければならない。

受注者は、サンドマットの施工にあたり、砂の巻出しは均一に行い、均等
に荷重をかけるようにしなければならない。

誤植

第１０節　仮設工 第１０節　仮設工
共-3-74 ３－１０－１　一般事項　1. ３－１０－１　一般事項　1.

本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・
仮締切工、砂防仮締切工、水替工、地下水位低下工、地中連続壁工（壁
式）、地中連続壁工（柱列式）、仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤー
ド整備工、電力設備工、コンクリート製造設備工、トンネル仮設備工、共
同溝仮設備工、防塵対策工、汚濁防止工、防護施設工、除雪工、雪寒施設
工、法面吹付工その他これらに類する工種について定めるものとする。

本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・
仮締切工、砂防仮締切工、水替工、地下水位低下工、地中連続壁工（壁
式）、地中連続壁工（柱列式）、仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤー
ド整備工、電力設備工、コンクリート製造設備工、トンネル仮設備工、防
塵対策工、汚濁防止工、防護施設工、除雪工、雪寒施設工、法面吹付工、
足場工、その他これらに類する工種について定めるものとする。

対象工種の追加

共-3-77 ３－１０－８　地下水位低下工　2. ３－１０－８　地下水位低下工　2.

受注者は、周辺に井戸がある場合には、状況の確認につとめ被害を与えな
いようにしなければならない。

受注者は、周辺に井戸がある場合には、状況の確認に努め被害を与えない
ようにしなければならない。

誤植

第４章　土工 第４章　土工
共-4-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準
類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならな
い。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定
に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準
類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならな
い。
また、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定
に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

表３－28 マーシャル安定度試験基準値

項            目 基      準      値

安定度 kN 3.43 以上

フロー値 (1／100 ㎝) 10～40

空隙率  (％) 3～12

注）25 ㎜を超える骨材部分は、同重量だけ 25 ㎜～13 ㎜で置き換えてマーシャル

安定度試験を行う。

表３－28 マーシャル安定度試験基準値

項            目 基      準      値

安定度 kN 3.43 以上

フロー値 (1／100 ㎝) 10～40

空げき率  (％) 3～12

注）25 ㎜を超える骨材部分は、同重量だけ 25 ㎜～13 ㎜で置き換えてマーシャル

安定度試験を行う。
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

第４章　土工 第４章　土工
共-4-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月） 日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月）
日本道路協会　道路土工－軟弱地盤対策工指針（平成24年8月） 日本道路協会　道路土工－軟弱地盤対策工指針（平成24年8月）
日本道路協会　道路土工－盛土工指針（平成22年4月） 日本道路協会　道路土工－盛土工指針（平成22年4月）
日本道路協会　道路土工－切土工・斜面安定工指針（平成21年6月） 日本道路協会　道路土工－切土工・斜面安定工指針（平成21年6月）
土木研究センター　建設発生土利用技術マニュアル（平成25年12月） 土木研究センター　建設発生土利用技術マニュアル（平成25年12月）
国土交通省　建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月） 国土交通省　建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月）
建設省　堤防余盛基準について（昭和44年１月） 建設省　堤防余盛基準について（昭和44年１月）
土木研究ｾﾝﾀｰ　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙを用いた補強土の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ（平成25年12 土木研究ｾﾝﾀｰ　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙを用いた補強土の設計施工ﾏﾆｭｱﾙ（平成25年12
土木研究ｾﾝﾀｰ　多数ｱﾝｶｰ式補強土壁工法 設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ（平成26年8月） 土木研究ｾﾝﾀｰ　多数ｱﾝｶｰ式補強土壁工法 設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ（平成26年8月）
土木研究ｾﾝﾀｰ　補強土（ﾃｰﾙｱﾙﾒ）壁工法 設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ（平成26年8月） 土木研究ｾﾝﾀｰ　補強土（ﾃｰﾙｱﾙﾒ）壁工法 設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ（平成26年8月）
国土技術研究センター　河川土工マニュアル（平成21年4月） 国土技術研究センター　河川土工マニュアル（平成21年4月）
国土交通省　道路土工構造物技術基準（平成27年3月） 日本道路協会　道路土工構造物技術基準・同解説（平成29年3月）
国土交通省　建設汚泥処理土利用技術基準（平成18年6月） 国土交通省　建設汚泥処理土利用技術基準（平成18年6月）
国土交通省　発生土利用基準（平成18年8月） 国土交通省　発生土利用基準（平成18年8月）

第３節　共通土工 第３節　共通土工
共-4-1 ４－３－１　一般事項　2. ４－３－１　一般事項　2.

誤植

諸法令・諸基準等の改定に
伴う修正

表４－１ 土及び岩の分類表

名       称
説             明 摘  要

Ａ Ｂ Ｃ

土

礫 質

土

礫

混 じ り 土

礫の混入があって掘削時

の能率が低下するもの。

礫の多い砂、礫の多い砂

質土、礫の多い粘性土

礫(Ｇ)

礫質土(ＧＦ)

砂 質

土 及

び 砂

砂
バケット等に山盛り形状

になりにくいもの。

海岸砂丘の砂

マサ土
砂(Ｓ)

砂 質 土  

( 普通土)

掘削が容易で、バケット

等に山盛り形状にし易く

空隙の少ないもの。

砂質土、マサ土

粒度分布の良い砂

条件の良いローム

砂(Ｓ)

砂質土(ＳＦ)

シルト(Ｍ)

粘 性

土

粘 性 土

バケット等に付着し易く

空隙の多い状態になり易

いもの、トラフィカビリ

ティが問題となり易いも

の。

ローム

粘性土

シルト(Ｍ)

粘性土(Ｃ)

高 含 水 比

粘 性 土

バケットなどに付着し易

く特にトラフィカビリテ

ィが悪いもの

条件の悪いローム

条件の悪い粘性土

火山灰質粘性土

シルト(Ｍ)

粘性土(Ｃ)

火 山 灰 質 粘 性 土

(Ｖ)

有機質土(Ｏ)

岩
ま
た
は
石

岩 塊

玉 石

岩 塊

玉 石

岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に

空隙のでき易いもの。

岩塊、玉石は粒径 7.5 ㎝ 以上とし、まるみのある

のを玉石とする。

玉石まじり土、岩塊

破砕された岩、ごろ

ごろした河床

表４－１ 土及び岩の分類表

名       称
説             明 摘  要

Ａ Ｂ Ｃ

土

礫 質

土

礫

混 じ り 土

礫の混入があって掘削時

の能率が低下するもの。

礫の多い砂、礫の多い砂

質土、礫の多い粘性土

礫(Ｇ)
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バケット等に山盛り形状

になりにくいもの。

海岸砂丘の砂

マサ土
砂(Ｓ)

砂 質 土  

(普通土 )

掘削が容易で、バケット

等に山盛り形状にし易く

空げきの少ないもの。

砂質土、マサ土

粒度分布の良い砂

条件の良いローム

砂(Ｓ)

砂質土(ＳＦ)

シルト(Ｍ)

粘 性

土

粘 性 土

バケット等に付着し易く

空げきの多い状態になり

易いもの、トラフィカビ

リティが問題となり易い

もの。

ローム

粘性土

シルト(Ｍ)

粘性土(Ｃ)

高 含 水 比

粘 性 土

バケットなどに付着し易

く特にトラフィカビリテ

ィが悪いもの

条件の悪いローム

条件の悪い粘性土

火山灰質粘性土

シルト(Ｍ)

粘性土(Ｃ)

火 山 灰 質 粘 性 土

(Ｖ)

有機質土(Ｏ)

岩
ま
た
は
石

岩 塊

玉 石

岩 塊

玉 石

岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に

空げきのでき易いもの。

岩塊、玉石は粒径 7.5 ㎝ 以上とし、まるみのある

のを玉石とする。

玉石まじり土、岩塊

破砕された岩、ごろ

ごろした河床
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

共-4-3 ４－３－２　掘削工　5. ４－３－２　掘削工　5.

受注者は、軟岩掘削及び硬岩掘削において、規定断面に仕上げた後、浮石
等が残らないようにしなければならない。
また、受注者は、硬岩掘削における法の仕上り面近くでは過度な発破をさ
けるものとし、浮石等が残らないようにしなければならない。万一誤って
仕上げ面を超えて発破を行った場合には、受注者は監督職員の承諾を得た
工法で修復しなければならない。

受注者は、軟岩掘削及び硬岩掘削において、規定断面に仕上げた後、浮石
等が残らないようにしなければならない。
また、受注者は、硬岩掘削における法の仕上り面近くでは過度な発破を避
けるものとし、浮石等が残らないようにしなければならない。万一誤って
仕上げ面を超えて発破を行った場合には、受注者は監督職員の承諾を得た
工法で修復しなければならない。

誤植

共-4-5 ４－３－３　盛土工　11. ４－３－３　盛土工　11.

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入
土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければ
ならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、一般道を運搬
に利用する場合も同様とするものとする。

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入
土を運搬する場合には沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからないように
努めなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、
一般道を運搬に利用する場合も同様とするものとする。

文言の追加及び誤植

共-4-5 ４－３－４　盛土補強工　2. ４－３－４　盛土補強工　2.

盛土材については設計図書によるものとする。受注者は、盛土材のまきだ
しに先立ち、予定している盛土材料の確認を行い、監督職員の承諾を得な
ければならない。

盛土材については設計図書によるものとする。受注者は、盛土材の巻出し
に先立ち、予定している盛土材料の確認を行い、監督職員の承諾を得なけ
ればならない。

誤植

共-4-6 ４－３－４　盛土補強工　8. ４－３－４　盛土補強工　8.

受注者は、盛土材のまき出し及び締固めについては、第１編４－３－３盛
土工の規定により一層ごとに適切に施工しなければならない。まき出し及
び締固めは、壁面工側から順次奥へ行なうとともに、重機械の急停止や急
旋回等を避け、補強材にずれや損傷を与えないように注意しなければなら
ない。

受注者は、盛土材の巻出し及び締固めについては、第１編４－３－３盛土
工の規定により一層ごとに適切に施工しなければならない。巻出し及び締
固めは、壁面工側から順次奥へ行なうとともに、重機械の急停止や急旋回
等を避け、補強材にずれや損傷を与えないように注意しなければならな
い。

誤植

共-4-6 ４－３－６　残土処理工　2. ４－３－６　残土処理工　2.

残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないようつ
とめなければならない。

残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民及び道路利用者に迷惑がか
からないよう努めなければならない。

文言の追加及び誤植

第５節　道路土工 第５節　道路土工
共-4-9 ４－５－４　路床盛土工　5. ４－５－４　路床盛土工　5.

受注者は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には１：４
程度の勾配をもって緩和区間を設けなければならない。また、掘削（切
土）部、盛土部の縦断方向の接続部には岩の場合１：５以上、土砂の場合
１：10程度のすり付け区間を設けて路床支持力の不連続をさけなければな
らない。

受注者は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には１：４
程度の勾配をもって緩和区間を設けなければならない。また、掘削（切
土）部、盛土部の縦断方向の接続部には岩の場合１：５以上、土砂の場合
１：10程度のすり付け区間を設けて路床支持力の不連続を避けなければな
らない。

誤植

第５章　無筋・鉄筋コンクリート工 第５章　無筋・鉄筋コンクリート工
共-5-1 第１節　適用　3. 第１節　適用　3.

受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めがない事項につ
いては、「コンクリート標準示方書（施工編）」（土木学会 平成30年3
月）のコンクリートの品質の規定によらなければならない。これ以外によ
る場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めがない事項につ
いては、「コンクリート標準示方書（施工編）[2017年制定]」（土木学会
2018年3月）のコンクリートの品質の規定によらなければならない。これ以
外による場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

諸基準等の改定に伴う修正
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

共-5-1 第２節　適用すべき諸基準　1. 第２節　適用すべき諸基準　1.

土木学会　コンクリート標準示方書【施工編】（平成30年3月） 土木学会　コンクリート標準示方書【施工編】[2017年制定]
（2018年3月）

諸基準等の改定に伴う修正

土木学会　コンクリート標準示方書【設計編】（平成30年3月） 土木学会　コンクリート標準示方書【設計編】[2017年制定]
（2018年3月）

土木学会　コンクリートのポンプ施工指針（平成24年6月） 土木学会　コンクリートのポンプ施工指針[2012年版]（平成24年6月）
国土交通省　アルカリ骨材反応抑制対策について（平成14年７月31日） 国土交通省　アルカリ骨材反応抑制対策について（平成14年７月31日）
国土交通省「アルカリ骨材反応抑制対策について」の
運用について（平成14年７月31日）

国土交通省「アルカリ骨材反応抑制対策について」の
運用について（平成14年７月31日）

土木学会　鉄筋定着・継手指針（令和2年3月） 土木学会　鉄筋定着・継手指針[2020年制定]（令和2年3月）
日本鉄筋継手協会　鉄筋継手工事標準仕様書
　ガス圧接継手工事（平成29年8月）

日本鉄筋継手協会　鉄筋継手工事標準仕様書
　ガス圧接継手工事（平成29年8月）

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会
　機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン（案）（平成28年7月）

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会
　機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン（案）（平成28年7月）

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会
　流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関する
　ガイドライン（平成29年3月）

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会
　流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関する
　ガイドライン（平成29年3月）

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物
　に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（平成29年3月）

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物
　に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（平成29年3月）

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会
　コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関する
　ガイドライン（平成30年6月）

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会
　コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関する
　ガイドライン（平成30年6月）

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会
　コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン（平成30年6月）

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会
　コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン（平成30年6月）

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン
検討小委員会
　プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手
　工法ガイドライン（平成31年1月）

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン
検討小委員会
　プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手
　工法ガイドライン（平成31年1月）

長崎県におけるフライアッシュコンクリートの配合・製造及
び施工指針（平成27年１月）

長崎県におけるフライアッシュコンクリートの配合・製造及
び施工指針（平成27年１月）

第３節　レディーミクストコンクリート 第３節　レディーミクストコンクリート
共-5-2 ５－３－２　工場の選定　1. ５－３－２　工場の選定　1.

受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表
示認証製品を製造している工場（産業標準化法の一部を改正する法律（平
成30年5月30日公布 法律第33号）に基づき国に登録された民間の第三者機
関（登録認証機関）により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製
造している工場（以下、JISマーク表示認証工場））で、かつ、コンクリー
トの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力の
ある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品
質管理等を適切に実施できる工場（全国生コンクリート品質管理監査会議
の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等（以下、品管監査
合格工場等））から選定しなければならない。これ以外の場合は、本条
２、３、４項の規定によるものとする。
なお、・・・

受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表
示認証製品を製造している工場（産業標準化法の一部を改正する法律（令
和4年6月改正 法律68号）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録
認証機関）により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造してい
る工場（以下、JISマーク表示認証工場））で、かつ、コンクリートの製
造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技
術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理
等を適切に実施できる工場（全国生コンクリート品質管理監査会議の策定
した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等（以下、品管監査合格工
場等））から選定しなければならない。これ以外の場合は、本条２、３、
４項の規定によるものとする。
　なお、・・・

諸基準等の改定に伴う修正
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

第５節　現場練りコンクリート 第５節　現場練りコンクリート
共-5-6 ５－５－４　材料の計量及び練混ぜ　3. ５－５－４　材料の計量及び練混ぜ　3.

（２）受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2（コンクリート
ミキサー第2部： 練混ぜ性能試験方法）及び土木学会規準「連続ミキサー
の練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。

（２）受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2（コンクリート
ミキサー第2部： 練混ぜ性能試験方法）及びJSCE-I 502-2013「連続ミキ
サーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。

諸基準等の改定に伴う修正

第６節　運搬・打設 第６節　運搬・打設
共-5-8 ５－６－４　材料の計量及び練混ぜ　5. ５－６－４　材料の計量及び練混ぜ　5.

受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートのポンプ施
工指針（案）５章圧送」（土木学会 平成24年6月）の規定による。これに
より難い場合は監督職員の承諾を得なければならない。また、受注者はコ
ンクリートプレーサ、ベルトコンベヤ、その他を用いる場合も、材料の分
離を防ぐようこれらを配置しなければならない。また、圧送作業は、国家
資格を有する者またはこれと同等以上の技能を有する者を選定するのが望
ましい。

受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートのポンプ施
工指針[2012年版] ５章圧送」（土木学会 平成24年6月）の規定による。
これにより難い場合は監督職員の承諾を得なければならない。また、受注
者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベヤ、その他を用いる場合も、材
料の分離を防ぐようこれらを配置しなければならない。また、圧送作業
は、国家資格を有する者またはこれと同等以上の技能を有する者を選定す
るのが望ましい。

諸基準等の改定に伴う修正

第７節　鉄筋工 第７節　鉄筋工
共-5-12 ５－７－３　加工　3. ５－７－３　加工　3.

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が
示されていない場合は、「 コンクリート標準示方書（設計編）本編第13章
鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンクリートの前提」（土木
学会 平成30年3月）の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承
諾を得なければならない。

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が
示されていない場合は、「 コンクリート標準示方書（設計編）[2017年制
定]本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンクリートの
前提」（土木学会 2018年3月）の規定による。これにより難い場合は、監
督職員の承諾を得なければならない。

諸基準等の改定に伴う修正

共-5-14 ５－７－６　機械式鉄筋継手　（１） ５－７－６　機械式鉄筋継手　（１）

②機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認項目や頻
度、方法、合否判定基準等を施工計画書に明示した上で、施工管理や検査
時においては、これに従って確認を行わなければならない。また、機械式
鉄筋継手工法の信頼度は、土木学会鉄筋定着・継手指針（令和2年3月土木
学会）の信頼度Ⅱ種を基本とするが、設計時にⅠ種を適用している場合
は、設計時の信頼度に従って施工管理を行わなければならない。

②機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認項目や頻
度、方法、合否判定基準等を施工計画書に明示した上で、施工管理や検査
時においては、これに従って確認を行わなければならない。また、機械式
鉄筋継手工法の信頼度は、土木学会鉄筋定着・継手指針[2020年制定]（令
和2年3月土木学会）の信頼度Ⅱ種を基本とするが、設計時にⅠ種を適用し
ている場合は、設計時の信頼度に従って施工管理を行わなければならな
い。

第１２節　水中コンクリート 第１２節　水中コンクリート
共-5-20 ５－１２－３　海水の作用を受けるコンクリート　1. ５－１２－３　海水の作用を受けるコンクリート　1.

受注者は、海水の作用をうけるコンクリートの施工にあたり、品質が確保
できるように、打込み、締固め、養生などを行わなければならない。

受注者は、海水の作用を受けるコンクリートの施工にあたり、品質が確保
できるように、打込み、締固め、養生などを行わなければならない。

諸基準等の改定に伴う修正

第1編 共通編 15/39



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）

第２編　河川編 第２編　河川編
第１章　築堤・護岸 第１章　築堤・護岸

河-1-1 第１節　適用　6. 第１節　適用　6.

受注者は、河川工事の仮締切、瀬がえ等において、河積阻害や河川管理施
設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるように施工をしなけれ
ばならない。

受注者は、河川工事の仮締切、瀬替え等において、河積阻害や河川管理施
設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるように施工をしなけれ
ばならない。

誤植

第５節　法覆護岸工 第５節　法覆護岸工
河-1-7 １－５－９　多自然型護岸工　5. １－５－９　多自然型護岸工　5.

誤植

頁 改定前 改定後 摘要

表１－７  線材の品質管理

項目

試験場所
試験項目 規 格 値 試 験 方 法 試験の頻度

め
っ
き
工
場

線   径

3.2±0.09mm

4.0±0.10 ㎜

   5.0±0.12 ㎜

6.0±0.12 ㎜

JISG3547 準拠 ５巻線に１回

引張強さ 290N/㎜ 2 以上 JISG3547 準拠 ５巻線に１回

ねじり特性 JIS G 3547 の 4.3 JISG3547 準拠 ５巻線に１回

巻 付 性

線径の 1.5 倍の円筒に６回

以上巻付け著しい亀裂及び

はく離を生じない

JISG3547 準拠 ５巻線に１回

めっき成分
表１－７

線材の品質及び規格を参照

原子吸光分析

法または ICP

発光分析法

５巻線に１回

めっき付着量
表１－７

線材の品質及び規格を参照
JISG3547 準拠 ５巻線に１回

公
的
機
関

線    径

3.2±0.09mm

4.0±0.10 ㎜

5.0±0.12 ㎜

6.0±0.12 ㎜

JISG3547 準拠 200 巻線に１回

引張強さ 290N/㎜ 2 以上 JISG3547 準拠 200 巻線に１回

めっき成分
表１－７

線材の品質及び規格を参照

原子吸光分析

法または ICP

発光分析法

200 巻線に１回

めっき付着量
表１－７

線材の品質及び規格を参照
JISG3547 準拠 200 巻線に１回

※）１巻線とはめっき工場における製造単位を言い約１t とする

注）（ ）書きはかご厚３０ｃｍ規格、［ ］書きはかご厚５０ｃｍ規格

表１－７  線材の品質管理

項目

試験場所
試験項目 規 格 値 試 験 方 法 試験の頻度

め
っ
き
工
場

線   径

3.2±0.09mm

4.0±0.10 ㎜

   5.0±0.12 ㎜

6.0±0.12 ㎜

JISG3547 準拠 ５巻線に１回

引張強さ 290N/㎜ 2 以上 JISG3547 準拠 ５巻線に１回

ねじり特性 JIS G 3547 の 4.3 JISG3547 準拠 ５巻線に１回

巻 付 性

線径の 1.5 倍の円

筒に６回以上巻付

け著しい亀裂及び

はく離を生じない

JISG3547 準拠 ５巻線に１回

めっき成分
表１－７

線材の品質及び規格を参照

原子

吸光

分析

法ま

たは

ICP 発

光分

析法

５巻線に１回

めっき付着量
表１－７

線材の品質及び規格を参照
JISH0401 準拠 ５巻線に１回

公
的
機
関

線    径

3.2±0.09mm

4.0±0.10 ㎜

5.0±0.12 ㎜

6.0±0.12 ㎜

JISG3547 準拠 200 巻線に１回

引張強さ 290N/㎜ 2 以上 JISG3547 準拠 200 巻線に１回

めっき成分
表１－７

線材の品質及び規格を参照

原子

吸光

分析

法ま

たは

ICP 発

光分

析法

200 巻線に１回

めっき付着量
表１－７

線材の品質及び規格を参照
JISH0401 準拠 200 巻線に１回

※）１巻線とはめっき工場における製造単位を言い約１t とする

注）（ ）書きはかご厚３０ｃｍ規格、［ ］書きはかご厚５０ｃｍ規格

第2編 河川編 16/39



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

河-1-8 １－５－９　多自然型護岸工　5. １－５－９　多自然型護岸工　5.

（８）側網と仕切網、流水方向の底網と底網、外周部については、コイル
により接続長の全長を連結するものとし、その他の部分は接続長の１／２
以上（１本／ｍ）を連結しなければならない。連結コイル線は表１－６の
とおりとする。

（８）側網と仕切網、流水方向の底網と底網、外周部については、コイル
により接続長の全長を連結するものとし、その他の部分は接続長の１／２
以上（１本／ｍ）を連結しなければならない。連結コイル線は表１－９の
とおりとする。

誤植

河-1-9 １－５－９　多自然型護岸工　6. １－５－９　多自然型護岸工　6.

１）吸い出し防止シートについては、表１－８の値を満足した「河川護岸
用吸い出し防止シート評価書」(建設大臣認可)を有するシートを用いるこ
とを原則とする。
なお、評価書を有しない製品についても、「公的機関による技術証明書」
を有しているシートについては、監督職員と協議の上使用できるものとす
る。

１）吸い出し防止シートについては、表１－１０の値を満足した「河川護
岸用吸い出し防止シート評価書」(建設大臣認可)を有するシートを用いる
ことを原則とする。
なお、評価書を有しない製品についても、「公的機関による技術証明書」
を有しているシートについては、監督職員と協議の上使用できるものとす
る。

誤植

２）品質管理方法
イ）納入される製品には、シートに①製品名②製造年月日③製造工場名が
明記されていなければならない。（整理番号でも可）
ロ）納入される製品は、以下の品質試験により管理されているものとす
る。
① 「製造工場における品質試験」として、通常の生産過程において３日
に１回以上の割合で行われていなければならない。
② 「公的試験機関による品質試験」として、製品の生産過程において
20,000㎡に１回以上の割合で行われているもの。
③　品質試験の内容は、表１－９の品質及び規格とする。

２）品質管理方法
イ）納入される製品には、シートに①製品名②製造年月日③製造工場名が
明記されていなければならない。（整理番号でも可）
ロ）納入される製品は、以下の品質試験により管理されているものとす
る。
① 「製造工場における品質試験」として、通常の生産過程において３日
に１回以上の割合で行われていなければならない。
② 「公的試験機関による品質試験」として、製品の生産過程において
20,000㎡に１回以上の割合で行われているもの。
③　品質試験の内容は、表１－１１の品質及び規格とする。

表１－９ 連結コイル線

線 径 コイル径 連結支点

の 間 隔

コイル長

５㎜

以上

５０㎜

以 下

８０mm

以 下

５０cm

以 上
コイル長

支点の間隔

コ
イ

ル
径

表１－１０河川護岸用吸い出し防止シート評価値

項    目 規   格 備   考

適用土質 砂質土

厚さ 10mm 以上

引張強度 9.81kN/m 以上 縦・横方向

科学的安定性（強度保持率） 70％以上 130％以下 JIS K 7114 準拠(PH5～9)

耐候性（強度保持率） 70％以上 130％以下 JIS A1410,JIS A1415 準拠

表１－６ 連結コイル線

線 径 コイル径 連結支点

の 間 隔

コイル長

５㎜

以上

５０㎜

以 下

８０mm

以 下

５０cm

以 上
コイル長

支点の間隔

コ
イ
ル
径

表１－８河川護岸用吸い出し防止シート評価値

項    目 規   格 備   考

適用土質 砂質土

厚さ 10mm 以上

引張強度 9.81kN/m 以上 縦・横方向

科学的安定性（強度保持率） 70％以上 130％以下 JIS K 7114 準拠(PH5～9)

耐候性（強度保持率） 70％以上 130％以下 JIS A1410,JIS A1415 準拠
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

河-1-10 １－５－９　多自然型護岸工　6. １－５－９　多自然型護岸工　6.

誤植

第３章　樋門・樋管 第３章　樋門・樋管
河-3-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

国土交通省　仮締切堤設置基準（案）（平成26年12月一部改正） 国土交通省　仮締切堤設置基準（案）（平成26年12月一部改正） 諸基準等の改定に伴う修正
国土交通省　河川砂防技術基準（令和3年4月） 国土交通省　河川砂防技術基準（令和4年6月）
（財）国土開発技術研究センター　 柔構造樋門設計の手引き
（平成10年11月）

（財）国土開発技術研究センター　 柔構造樋門設計の手引き
（平成10年11月）

国土交通省　機械工事共通仕様書（案）（令和3年3月） 国土交通省　機械工事共通仕様書（案）（令和4年3月）
国土交通省　機械工事施工管理基準（案）（令和3年3月） 国土交通省　機械工事施工管理基準（案）（令和3年3月）

河-3-3 ３－３－６　函渠工　6. ３－３－６　函渠工　6.

（７）受注者は、プレキャスト工法等で底版と均しコンクリートの間に空
隙が残ることがさけられない場合には、セメントミルク等でグラウトしな
ければならない。

（７）受注者は、プレキャスト工法等で底版と均しコンクリートの間に空
隙が残ることが避けられない場合には、セメントミルク等でグラウトしな
ければならない。

誤植

第１３節　コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋） 第１３節　コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋）
河-4-26 ４－１３－２　架設支保工（固定） ４－１３－２　架設支保工（固定）

支保工及び支保工基礎の施工については、第１編第５章第８節型枠・支保
の規定にる。

支保工及び支保工基礎の施工については、第１編第５章第８節型枠・支保
の規定による。

誤植

第５章　堰 第５章　堰
河-5-1 第１節　適用　5. 第１節　適用　5.

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕
様書（案）」（国土交通省、令和３年３月）の規定によらなければならな
い。

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕
様書（案）」（国土交通省、令和４年３月）の規定によらなければならな
い。

諸基準等の改定に伴う修正

表１－１１ 品質

項   目 規   格 試験方法

厚   さ 10 ㎜以上

密   度 0.12g/cm2 以上 JIS L3204

圧 縮 率 12％以下 JIS L3204

引張強度 10kN/mm2 以上 JIS L3204

伸び率（ 大強度時） 50％以上 JIS L3204

対薬品性（不溶解分） 90％以上 JIS L3204

透水係数 0.01 ㎝/ｓ以上 JIS L3204

表１－９ 品質

項   目 規   格 試験方法

厚   さ 10 ㎜以上

密   度 0.12g/cm2 以上 JIS L3204

圧 縮 率 12％以下 JIS L3204

引張強度 10kN/mm2 以上 JIS L3204

伸び率（ 大強度時） 50％以上 JIS L3204

対薬品性（不溶解分） 90％以上 JIS L3204

透水係数 0.01 ㎝/ｓ以上 JIS L3204
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）

第３編　河川海岸編 第３編　河川海岸編
第２章　突堤・人口岬 第２章　突堤・人口岬
第４節　突堤本体工 第４節　突堤本体工

海-2-3 ２－４－４　被覆ブロック工　1. ２－４－４　被覆ブロック工　1.

受注者は、施工箇所における海水汚濁防止につとめなければならない。 受注者は、施工箇所における海水汚濁防止に努めなければならない。 誤植

海-2-4 ２－４－１１　ケーソン工　12. ２－４－１１　ケーソン工　12.

受注者は、ゲート閉鎖は、進水に先立ちドック戸当たり近辺の異物及び埋
設土砂を除去、清掃し、ゲート本体の保護につとめなければならない。

受注者は、ゲート閉鎖は、進水に先立ちドック戸当たり近辺の異物及び埋
設土砂を除去、清掃し、ゲート本体の保護に努めなければならない。

誤植

海-2-5 ２－４－１１　ケーソン工　24. ２－４－１１　ケーソン工　24.

受注者は、ケーソン曳航、回航にあたっては、監視を十分に行い、他航行
船舶との事故防止につとめなければならない。

受注者は、ケーソン曳航、回航にあたっては、監視を十分に行い、他航行
船舶との事故防止に努めなければならない。

誤植

頁 改定前 改定後 摘要

第3編 河川海岸編 19/39



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）

第４編　砂防・地すべり・急傾斜編 第４編　砂防・地すべり・急傾斜編
第１章　砂防ダム 第１章　砂防ダム

砂-1-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

土木学会　コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）
（平成25年10月）

土木学会　コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）
[2013年制定]（2013年10月）

諸基準等の改定に伴う修正

土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）（平成30年3月） 土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）
[2017年制定]（2018年3月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11月） 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（平成29年11月）
日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）
（平成29年11月）

日本道路協会　鋼道路橋防食便覧（平成26年3月） 日本道路協会　鋼道路橋防食便覧（平成26年3月）
砂防・地すべり技術センター 砂防ソイルセメント施工便覧
（平成28年版）

砂防・地すべり技術センター 砂防ソイルセメント施工便覧
（平成28年版）

第６節　コンクリートダム工 第６節　コンクリートダム工
砂-1-6 １－６－１　一般事項　1. １－６－１　一般事項　1.

本節は、コンクリートダム工として作業土工（床堀り・埋戻し）、埋戻し
工、コンクリートダム本体工、コンクリート側壁工、コンクリート副ダム
工、間詰工、水叩工その他これらに類する工種について定めるものとす
る。

本節は、コンクリートダム工として作業土工（床堀り・埋戻し）、埋戻し
工、コンクリートダム本体工、コンクリート副ダム工、コンクリート側壁
工、間詰工、水叩工その他これらに類する工種について定めるものとす
る。

適用工種の記載順変更

第３章　斜面対策 第３章　斜面対策
第８節　抑止杭工 第８節　抑止杭工

砂-3-8 ３－８－１　一般事項　3. ３－８－１　一般事項　3.

受注者は、杭建て込みのための削孔にあたっては、地形図、土質柱状図等
を検討して、地山のかく乱、地すべり等の誘発をさけるように施工しなけ
ればならない。

受注者は、杭建て込みのための削孔にあたっては、地形図、土質柱状図等
を検討して、地山のかく乱、地すべり等の誘発を避けるように施工しなけ
ればならない。

誤植

第３章　斜面対策 第３章　斜面対策
第８節　抑止杭工 第８節　抑止杭工

砂-3-8 ３－８－３　既製杭工　2. ３－８－３　既製杭工　2.

受注者は、削孔に人工泥水を用いる場合は、沈澱槽や排水路等からの水の
溢流、地盤への浸透をさけなければならない。

受注者は、削孔に人工泥水を用いる場合は、沈澱槽や排水路等からの水の
溢流、地盤への浸透を避けなければならない。

誤植

頁 改定前 改定後 摘要

第４編 砂防・地すべり・急傾斜編 20/39
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第５編　ダム編 第５編　ダム編
第１章　コンクリートダム 第１章　コンクリートダム

ダ-1-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

土木学会　コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）
（平成25年10月）

土木学会　コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）
[2013年制定]（2013年10月）

諸基準等の改定に伴う修正

第３節　掘削工 第３節　掘削工
ダ-1-2 １－３－５　岩盤面処理　1. １－３－５　岩盤面処理　1.

基礎岩盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の岩盤で、コンクリートダ
ムの基礎となる岩盤をいうものとする。
なお、設計図書に示す予定掘削線は、岩質の状況により監督職員が変更す
る場合があるものとする。

基礎岩盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の岩盤で、コンクリートダ
ムの基礎となる岩盤をいうものとする。
なお、設計図書に示す予定掘削線は、岩質の状況により監督職員が変更を
指示する場合があるものとする。

文言の修正

第４節　ダムコンクリート工 第４節　ダムコンクリート工
ダ-1-5 １－４－７　コンクリートの運搬　4. １－４－７　コンクリートの運搬　4.

バケットの構造は、コンクリートの投入及び排出の際に材料の分離を起こ
さないものであり、また、バケットからのコンクリートの排出が容易でか
つ、すみやかなものとする。

バケットの構造は、コンクリートの投入及び排出の際に材料の分離を起こ
さないものであり、また、バケットからのコンクリートの排出が容易でか
つ速やかなものとする。

誤植

ダ-1-6 １－４－９　コンクリートの打込み　8. １－４－９　コンクリートの打込み　8.

受注者は、異なったコンクリートを打継ぐ場合には、その移り目で、配合
の急変をさけるようコンクリートを打込まなければならない。

受注者は、異なったコンクリートを打継ぐ場合には、その移り目で、配合
の急変を避けるようコンクリートを打込まなければならない。

誤植

第２章　フィルダム 第２章　フィルダム
第３節　掘削工 第３節　掘削工

ダ-2-1 ２－３－３　過堀 ２－３－３　過堀り 誤植

第４節　盛立工 第４節　盛立工
ダ-2-4 ２－４－５　コアの盛立　4. ２－４－５　コアの盛立　4.

受注者は、まき出された材料が、設計図書に示す含水比を確保できない場
合には、設計図書に関して、監督職員の指示に従い処置しなければならな
い。

受注者は、巻出された材料が、設計図書に示す含水比を確保できない場合
には、設計図書に関して、監督職員の指示に従い処置しなければならな
い。

誤植

ダ-2-4 ２－４－６　フィルターの盛立　4. ２－４－６　フィルターの盛立　4.

受注者は、まき出された材料が、設計図書に示す粒度と合致していない場
合には、監督職員の指示に従い処置しなければならない。

受注者は、巻出された材料が、設計図書に示す粒度と合致していない場合
には、監督職員の指示に従い処置しなければならない。

誤植

ダ-2-4 ２－４－７　ロックの盛立　4. ２－４－７　ロックの盛立　4.

受注者は、小塊を基礎地盤または基礎岩盤及びフィルター側にまき出さな
ければならない。また、大塊は、堤体外周側になるようにまき出さなけれ
ばならない。

受注者は、小塊を基礎地盤または基礎岩盤及びフィルター側に巻出さなけ
ればならない。また、大塊は、堤体外周側になるように巻出さなければな
らない。

誤植

頁 改定前 改定後 摘要

第５編 ダム編 21/39
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第６編　道路編 第６編　道路編
第１章　道路改良 第１章　道路改良

道-1-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準
類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならな
い。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準
類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならな
い。
また、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定

諸基準等の改定に伴う修
正、文言の修正

日本道路協会 道路土工構造物技術基準・同解説（平成29年3月） 日本道路協会 道路土工構造物技術基準・同解説（平成29年3月）
地盤工学会　グラウンドアンカー設計・施工基準、
同解説（平成24年5月）

地盤工学会　グラウンドアンカー設計・施工基準、
同解説（平成24年5月）

日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月） 日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月）
日本道路協会　道路土工―切土工・斜面安定工指針（平成21年6月） 日本道路協会　道路土工―切土工・斜面安定工指針（平成21年6月）
日本道路協会　道路土工―盛土工指針（平成22年4月） 日本道路協会　道路土工―盛土工指針（平成22年4月）
日本道路協会　道路土工―擁壁工指針（平成24年7月） 日本道路協会　道路土工―擁壁工指針（平成24年7月）
日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月） 日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月）
日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月） 日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月）
日本道路協会　道路土工―排水工指針（昭和62年6月） 日本道路協会　道路土工―排水工指針（昭和62年6月）
全日本建設技術協会　土木構造物標準設計　第２巻（平成12年9月） 全日本建設技術協会　土木構造物標準設計　第２巻（平成12年9月）
（社）全国特定法面保護協会　のり枠工の設計・施工指針
（平成25年10月）

（社）全国特定法面保護協会　のり枠工の設計・施工指針
（平成25年10月）

日本道路協会　落石対策便覧（平成12年6月） 日本道路協会　落石対策便覧（平成29年12月）
日本道路協会　鋼道路橋防食便覧（平成26年3月） 日本道路協会　鋼道路橋防食便覧（平成26年3月）
土木研究センター　ジオテキスタイルを用いた
　補強土の設計施工マニュアル（平成25年12月）

土木研究センター　ジオテキスタイルを用いた
　補強土の設計施工マニュアル（平成25年12月）

土木研究センター　補強土（テールアルメ）
　壁工法設計施工マニュアル（平成26年8月）

土木研究センター　補強土（テールアルメ）
　壁工法設計施工マニュアル（平成26年8月）

土木研究センター　多数アンカー式補
　強土壁工法設計・施工マニュアル（平成26年8月）

土木研究センター　多数アンカー式補
　強土壁工法設計・施工マニュアル（平成26年8月）

道-1-2 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

日本道路協会　道路防雪便覧（平成2年5月） 日本道路協会　道路防雪便覧（平成2年5月）
日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（除雪編）
（平成16年12月）

日本建設機械施工協会　除雪・防雪ハンドブック（除雪編）
（平成16年12月）

日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（防雪編）
（平成16年12月）

日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（防雪編）
（平成16年12月）

日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

頁 改定前 改定後 摘要

諸基準等の改定に伴う修正

第６編 道路編 22/39
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頁 改定前 改定後 摘要

第２章　舗装 第２章　舗装
第３節　舗装工 第３節　舗装工

道-2-6 ２－３－９　グースアスファルト舗装工　6. ２－３－９　グースアスファルト舗装工　6.

諸基準等の改定に伴う修正

第４節　排水構造物工 第４節　排水構造物工
道-2-10 ２－４－１一般事項　2. ２－４－１一般事項　2.

排水構造物工（路面排水工）の施工については、道路土工要領排水施設施
工の規定及び本編２－４－３側溝工、２－４－５集水桝（街渠桝）・マン
ホール工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なけ
ればならない。

排水構造物工（路面排水工）の施工については、道路土工要領排水施設施
工の規定及び本編２－４－３側溝工、本編２－４－５集水桝（街渠桝）・
マンホール工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得
なければならない。

文言の修正

第７節　防護柵工 第７節　防護柵工
道-2-13 ２－７－１一般事項　3. ２－７－１一般事項　3.

受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同解説／ポ
ラードの設置便覧４－１．施工」（日本道路協会、令和3年3月）の規定、
「道路土工要綱 第５章施工計画」（日本道路協会、平成21年６月）の規
定、及び第１編３－３－11路側防護柵工、３－３－10防止柵工の規定によ
る。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同解説／ポ
ラードの設置便覧４－１．施工」（日本道路協会、令和3年3月）の規定、
「道路土工要綱 第５章施工計画」（日本道路協会、平成21年６月）の規
定、及び第１編３－３－11路側防護柵工、第１編３－３－10防止柵工の規
定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならな
い。

文言の修正

表２－７ 接着剤の規格鋼床版用

項      目
規 格 値

試 験 法
ゴムアスファルト系

不 揮 発 分

（％）
50 以上 JIS K 6833-1,2

粘   度（25℃）[Poise(Pa･s)] 5(0.5)以下 JIS K 6833-1,2

指 触 乾 燥 時 間

（分）
90 以下 JIS K 5600

低 温 風 曲 試 験(－10℃、3 ㎜) 合 格 JIS K 5600

基 盤 目 試 験

（点）
10 JIS K 5600

耐 湿 試 験 後 の 基 盤 目 試 験

（点）
8 以上 JIS K 5600

塩水暴露試験後の基盤目試験（点） 8 以上 JIS K 5600

注：基盤目試験の判定点は(財)日本塗料検査協会「塗膜の評価基準」の標準判定

写真による。

表２－７ 接着剤の規格鋼床版用

項      目
規 格 値

試 験 法
ゴムアスファルト系

不 揮 発 分

（％）
50 以上 JIS K 6833-1,2

粘   度（25℃）[Poise(Pa･s)] 5(0.5)以下 JIS K 6833-1,2

指 触 乾 燥 時 間

（分）
90 以下 JIS K 5600

低 温 風 曲 試 験(－10℃、3 ㎜) 合 格 JIS K 5600

基 盤 目 試 験

（点）
10 JIS K 5600

耐 湿 試 験 後 の 基 盤 目 試 験

（点）
8 以上 JIS K 5664

塩水暴露試験後の基盤目試験（点） 8 以上 JIS K 5600

注：基盤目試験の判定点は(財)日本塗料検査協会「塗膜の評価基準」の標準判定

写真による。
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頁 改定前 改定後 摘要

第８節　標識工 第８節　標識工
道-2-14 ２－８－１一般事項　3. ２－８－１一般事項　3.

受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説第４章
道路標識の設計、施工」（日本道路協会、令和2年6月）の規定、「道路土
工要綱 第５章施工計画」（日本道路協会、平成21年６月）の規定第１編
３－３－９小型標識工の規定、３－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の
規定３－10－５土留・仮締切工の規定及び「道路標識ハンドブック」（全
国道路標識、標示業協会 令和元年８月）による。これにより難い場合
は、監督職員の承諾を得なければならない。

受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説第４章
道路標識の設計、施工」（日本道路協会、令和2年6月）の規定、「道路土
工要綱 第５章施工計画」（日本道路協会、平成21年６月）の規定、第１
編３－３－９小型標識工の規定、第１編３－３－３作業土工（床掘り・埋
戻し）の規定、第１編３－10－５土留・仮締切工の規定及び「道路標識ハ
ンドブック」（全国道路標識、標示業協会 令和4年1月）による。これに
より難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

諸基準等の改定に伴う修
正、文言の修正

第５章　コンクリート橋上部 第５章　コンクリート橋上部

第４節　ＰＣ橋工 第４節　ＰＣ橋工

道-5-5 ５－４－３　ポストテンション桁製作工　3. ５－４－３　ポストテンション桁製作工　3.

（９）プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は、機械的手法による
もとする。これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

（９）プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は、機械的手法による
ものとする。これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならな
い。

誤植

道-5-5 ５－４－５　プレキャストセグメント主桁組立工　2. ５－４－５　プレキャストセグメント主桁組立工　2.

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質が
エポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のも
のを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内
で密封して保管し、原則として製造後６ヶ月以上経過したものは使用して
はならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作業は
中止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとす
る。

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質が
エポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のも
のを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内
で密封して保管し、原則として製造後６ヶ月以上経過したものは使用して
はならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作業は
中止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとす
る。

諸基準等の改定に伴う修正

未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ 小厚さ、硬化した接着剤
の比重、引張強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特
殊な条件下で使用する場合は、高温時の引張強さ、水中硬化時の引張強
さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収縮率、吸水率等につ
いて、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。

未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ 小厚さ、硬化した接着剤
の比重、引張強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特
殊な条件下で使用する場合は、高温時の引張強さ、水中硬化時の引張強
さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収縮率、吸水率等につ
いて、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。

なお、接着剤の試験方法としては「コンクリート標準示方書・（規準
編）」（土木学会、平成30年10月）における、JSCE-H 101-2013プレキャス
トコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格（案）によるものと
する。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、接着剤の試験方法は「コンクリート標準示方書・（規準編）[2018年
制定]」（土木学会、2018年10月）における、JSCE-H 101-2013プレキャス
トコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格（案）によるものと
する。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
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第６章　トンネル（ＮＡＴＭ） 第６章　トンネル（ＮＡＴＭ）
道-6-2 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

建設省　道路トンネル技術基準（平成元年5月） 建設省　道路トンネル技術基準（平成元年5月）
日本道路協会　道路トンネル技術基準（構造編）・同解説
（平成15年11月）

日本道路協会　道路トンネル技術基準（構造編）・同解説
（平成15年11月）

日本道路協会　道路トンネル非常用施設設置基準・同解説
（令和元年9月）

日本道路協会　道路トンネル非常用施設設置基準・同解説
（令和元年9月）

土木学会　トンネル標準示方書山岳工法編・同解説（平成28年8月） 土木学会　トンネル標準示方書山岳工法編・同解説
[2016年制定]（平成28年8月）

土木学会　トンネル標準示方書開削工法編・同解説（平成28年8月） 土木学会　トンネル標準示方書開削工法編・同解説
[2016年制定]（平成28年8月）

土木学会　トンネル標準示方書シールド工法編・同解説（平成28年8月） 土木学会　トンネル標準示方書シールド工法編・同解説
[2016年制定]（平成28年8月）

日本道路協会　道路トンネル観察・計測指針（平成21年2月） 日本道路協会　道路トンネル観察・計測指針（平成21年2月）
建設省　道路トンネルにおける非常用施設
（警報装置）の標準仕様（昭和43年12月）

建設省　道路トンネルにおける非常用施設
（警報装置）の標準仕様（昭和43年12月）

国土交通省　道路トンネル非常用施設設置基準（平成31年3月） 国土交通省　道路トンネル非常用施設設置基準（平成31年3月）
日本道路協会　道路土工－擁壁工指針（平成24年7月） 日本道路協会　道路土工－擁壁工指針（平成24年7月）
日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月） 日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月）
日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月） 日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月）
日本道路協会　道路トンネル安全施工技術指針（平成8年10月） 日本道路協会　道路トンネル安全施工技術指針（平成8年10月）
厚生労働省　ずい道等建設工事における粉じん対策に
　関するガイドライン（令和2年7月）

厚生労働省　ずい道等建設工事における粉じん対策に
　関するガイドライン（令和2年7月）

建設業労働災害防止協会　ずい道等建設工事における
　換気技術指針（換気技術の設計及び粉じん等の測定）
（令和3年4月）

建設業労働災害防止協会　ずい道等建設工事における
　換気技術指針（換気技術の設計及び粉じん等の測定）
（令和3年4月）

日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

厚生労働省山岳トンネル工事の切羽における肌落ち
災害防止対策に係るガイドライン（平成30年１月）

厚生労働省山岳トンネル工事の切羽における肌落ち
災害防止対策に係るガイドライン（平成30年１月）

第３節　トンネル掘削工 第３節　トンネル掘削工
道-6-2 ６－３－２　掘削工　1. ６－３－２　掘削工　1.

受注者は、トンネル掘削により地山をゆるめないように施工するととも
に、過度の爆破をさけ、余掘を少なくするよう施工しなければならない。
また、余掘が生じた場合は、受注者はこれに対する適切な処理を行うもの
とする。

受注者は、トンネル掘削により地山をゆるめないように施工するととも
に、過度の爆破を避け、余掘を少なくするよう施工しなければならない。
また、余掘が生じた場合は、受注者はこれに対する適切な処理を行うもの
とする。

誤植

第５節　覆工 第５節　覆工
道-6-6 ６－５－３　覆工コンクリート工 ６－５－３　覆工コンクリート工　8.

受注者は、トンネル覆工コンクリートの目地の形状は「三角形形状」を標
準とする。
なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議しなければならない。

条文の追加

諸基準等の改定に伴う修正
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頁 改定前 改定後 摘要

第５節　覆工 第５節　覆工
道-6-6 ６－５－３　覆工コンクリート工　8. ６－５－３　覆工コンクリート工　9. 条文の追加に伴う修正

６－５－３　覆工コンクリート工　9. ６－５－３　覆工コンクリート工　10.

６－５－３　覆工コンクリート工　10. ６－５－３　覆工コンクリート工　11.

６－５－３　覆工コンクリート工　11. ６－５－３　覆工コンクリート工　12.

第８章　コンクリートシェッド 第８章　コンクリートシェッド
道-8-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）
（平成29年11月）

諸基準等の改定に伴う修正

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・
コンクリート部材編）（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・
コンクリート部材編）（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月） 日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月）
日本道路協会　道路土工－擁壁工指針（平成24年7月） 日本道路協会　道路土工－擁壁工指針（平成24年7月）
日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月） 日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月）
日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月） 日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月）
土木学会　プレストレストコンクリート工法設計施工指針
（平成3年4月）

土木学会　プレストレストコンクリート工法設計施工指針
（平成3年4月）

日本道路協会　杭基礎施工便覧（令和2年9月） 日本道路協会　杭基礎施工便覧（令和2年9月）
日本道路協会　杭基礎設計便覧（令和2年9月） 日本道路協会　杭基礎設計便覧（令和2年9月）
日本道路協会　コンクリート道路橋設計便覧（平成6年2月） 日本道路協会　コンクリート道路橋設計便覧（平成6年2月）
土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）（平成30年3月） 土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）

[2017年制定]（2018年3月）
土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）（平成30年3月） 土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）

[2017年制定]（2018年3月）
日本道路協会　落石対策便覧（平成12年６月） 日本道路協会　落石対策便覧（平成29年6月）
日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（防雪編）
（平成16年12月）

日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（防雪編）
（平成16年12月）

日本道路協会　道路橋支承便（平成31年2月） 日本道路協会　道路橋支承便（平成31年2月）
日本道路協会　道路防雪便覧（平成2年5月） 日本道路協会　道路防雪便覧（平成2年5月）
日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所　景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

日本みち研究所　景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）
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第９章　鋼製シェッド 第９章　鋼製シェッド
道-9-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）
（平成29年11月）

諸基準等の改定に伴う修正

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）
（平成29年11月）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29年11月） 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（平成29年11月）
日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成29年11月） 日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（平成29年11月）
日本道路協会　鋼道路橋施工便覧（令和2年9月） 日本道路協会　鋼道路橋施工便覧（令和2年9月）
日本道路協会　鋼道路橋設計便覧（令和2年9月） 日本道路協会　鋼道路橋設計便覧（令和2年9月）
日本道路協会　道路橋支承便覧（平成31年2月） 日本道路協会　道路橋支承便覧（平成31年2月）
日本道路協会　鋼道路橋防食便覧（平成26年3月） 日本道路協会　鋼道路橋防食便覧（平成26年3月）
日本道路協会　立体横断施設技術基準・同解説（昭和54年1月） 日本道路協会　立体横断施設技術基準・同解説（昭和54年1月）
日本道路協会　杭基礎施工便覧（令和2年9月） 日本道路協会　杭基礎施工便覧（令和2年9月）
日本道路協会　杭基礎設計便覧（令和2年9月） 日本道路協会　杭基礎設計便覧（令和2年9月）
日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（防雪編）
（平成16年12月）

日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（防雪編）
（平成16年12月）

日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月） 日本道路協会　道路土工要綱（平成21年6月）
日本道路協会　道路土工－擁壁工指針（平成24年7月） 日本道路協会　道路土工－擁壁工指針（平成24年7月）
日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月） 日本道路協会　道路土工－カルバート工指針（平成22年3月）
日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月） 日本道路協会　道路土工－仮設構造物工指針（平成11年3月）
日本道路協会　斜面上の深礎基礎設計施工便覧（令和3年10月） 日本道路協会　斜面上の深礎基礎設計施工便覧（令和3年10月）
日本道路協会　落石対策便覧（平成12年6月） 日本道路協会　落石対策便覧（平成29年6月）
日本道路協会　道路防雪便覧（平成2年5月） 日本道路協会　道路防雪便覧（平成2年5月）
日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

第１２章　共同溝 第１２章　共同溝
道-12-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

日本道路協会　共同溝設計指針（昭和61年3月） 日本道路協会　共同溝設計指針（昭和61年3月） 諸基準等の改定に伴う修正
土木学会　トンネル標準示方書　シールド工法・同解説（平成28年8月） 土木学会　トンネル標準示方書　シールド工法・同解説

[2016年制定]（平成28年8月）
日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

第１５章　道路維持 第１５章　道路維持
第１３節　橋梁床板工 第１３節　橋梁床板工

道-15-15 １５－１３－７　旧橋撤去工　5. １５－１３－７　旧橋撤去工　5.

受注者は、河川及び供用道路上等で、旧橋撤去工を行う場合は、撤去に伴
い発生するアスファルト殻、コンクリート殻及び撤去に使用する資材の落
下を防止する対策を講じ、河道及び交通の確保につとめなければならな
い。

受注者は、河川及び供用道路上等で、旧橋撤去工を行う場合は、撤去に伴
い発生するアスファルト殻、コンクリート殻及び撤去に使用する資材の落
下を防止する対策を講じ、河道及び交通の確保に努めなければならない。

誤植
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第１９節　道路清掃工 第１９節　道路清掃工
道-15-20 １５－１９－４　路肩整正工 １５－１９－４　路肩整正工

受注者は、路肩正整の施工については、路面排水を良好にするため路肩の
堆積土砂を削り取り、または土砂を補給して整正し、締固めを行い、設計
図書に示す形状に仕上げなければならない。

受注者は、路肩整正の施工については、路面排水を良好にするため路肩の
堆積土砂を削り取り、または土砂を補給して整正し、締固めを行い、設計
図書に示す形状に仕上げなければならない。

誤植

第２０節　植栽維持工 第２０節　植栽維持工
道-15-22 １５－２０－３　樹木・芝生管理工　1. １５－２０－３　樹木・芝生管理工　1.

受注者は、樹木・芝生管理工の施工については、時期、箇所について監督
職員より指示をうけるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなけ
ればならない。また、芝生類の施工については、第１編３－３－７植生工
の規定によるものとする。

受注者は、樹木・芝生管理工の施工については、時期、箇所について監督
職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなけ
ればならない。また、芝生類の施工については、第１編３－３－７植生工
の規定によるものとする。

誤植

道-15-22 １５－２０－３　樹木・芝生管理工　2. １５－２０－３　樹木・芝生管理工　2.

受注者は、剪定の施工にあたり、「チェーンソーによる伐木等作業の安全
に関するガイドライン」の策定について（厚生労働省令和2年1月）による
ものとし、各樹種の特性及び施工箇所に合った剪定形式により行なわなけ
ればならない。
なお、剪定形式について監督職員より指示があった場合は、その指示によ
らなければならない。

受注者は、剪定の施工にあたり、「チェーンソーによる伐木等作業の安全
に関するガイドライン」の改正について（厚生労働省令和2年1月）による
ものとし、各樹種の特性及び施工箇所に合った剪定形式により行なわなけ
ればならない。
なお、剪定形式について監督職員より指示があった場合は、その指示によ
らなければならない。

誤植

第１６章　雪寒 第１６章　雪寒
道-16-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（除雪編）
（平成16年12月）

日本建設機械施工協会　除雪・防雪ハンドブック（除雪編）
（平成16年12月）

諸基準等の改定に伴う修正

日本道路協会　道路維持修繕要綱（昭和53年7月） 日本道路協会　道路維持修繕要綱（昭和53年7月）
日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（防雪編）
（平成16年12月）

日本建設機械化協会　除雪・防雪ハンドブック（防雪編）
（平成16年12月）

日本道路協会　道路防雪便覧（平成2年5月） 日本道路協会　道路防雪便覧（平成2年5月）
日本道路協会　舗装設計施工指針（平成18年2月） 日本道路協会　舗装設計施工指針（平成18年2月）
日本道路協会　舗装の構造に関する技術基準・同解説（平成13年9月） 日本道路協会　舗装の構造に関する技術基準・同解説（平成13年9月）
日本道路協会　舗装施工便覧（平成18年2月） 日本道路協会　舗装施工便覧（平成18年2月）
日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 補訂版　道路のデザイン
－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン
（平成29年11月）

第３節　除雪工 第３節　除雪工
道-16-2 １６－３－１　一般事項　9. １６－３－１　一般事項　9.

受注者は、施工区間の道路及び道路付属物等について、工事着手前に作業
上支障となる箇所の把握を行い、事故の防止につとめなければならない。

受注者は、施工区間の道路及び道路付属物等について、工事着手前に作業
上支障となる箇所の把握を行い、事故の防止に努めなければならない。

誤植

道-16-3 １６－３－５　凍結防止工　4. １６－３－５　凍結防止工　4.

受注者は、凍結防止剤の保管等については、「除雪・防雪ハンドブック
（除雪編）8.5.8貯蔵及び積み込み」（日本建設機械化協会、平成16年12
月）の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければ
ならない。

受注者は、凍結防止剤の保管等については、「除雪・防雪ハンドブック
（除雪編）8.5.8貯蔵及び積み込み」（日本建設機械施工協会、平成16年12
月）の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければ
ならない。

諸基準等の改定に伴う修正

第６編 道路編 28/39



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

第１７章　道路修繕 第１７章　道路修繕
第１３節　橋梁床板工 第１３節　橋梁床板工

道-17-15 １7－２２－４　ＲＣ橋脚鋼板巻立て工　29. １7－２２－４　ＲＣ橋脚鋼板巻立て工　29.

超音波探傷試験の検査技術者は、（一社）日本非破壊検査協会「NDIS0601
非破壊検査技術者認定規定」により認定された2種以上の有資格者とする。

超音波探傷試験の検査技術者は、JIS　Z　2305（非破壊試験技術者の資格
及び認証）に基づく２種以上の有資格者とする。

諸基準等の改定に伴う修正

第６編 道路編 29/39



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）

第７編　港湾・漁港編 第７編　港湾・漁港編
第１章　材料 第１章　材料
第２節　土 第２節　土

港-1-1 １－２－１　一般事項　3. １－２－１　一般事項　3.

土の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等）を使
用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改
訂)(平成27年12月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道
路用等のスラグ類に化学物質 評価方法を導入する指針に関する検討会総合
報告書（経済産業省産業技術環境局平成24年3月）に示された循環資材の主
な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準
を満足する試験成績表を受注者の責任において整備、保管し、監督職員ま
たは検査職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、検査時
までに提出しなければならない。

土の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等）を使
用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改
訂)(平成30年4月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道
路用等のスラグ類に化学物質 評価方法を導入する指針に関する検討会総合
報告書（経済産業省産業技術環境局平成24年3月）に示された循環資材の主
な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準
を満足する試験成績表を受注者の責任において整備、保管し、監督職員ま
たは検査職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、検査時
までに提出しなければならない。

諸基準等の改定に伴う修正

第３節　石材等 第３節　石材等
港-1-2 １－３－２　砂　3. １－３－２　砂　3.

砂の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等）を使
用する
場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成
27年12月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等の
スラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書
（経済産業省産業技術環境局 平成 24 年 3 月）に示された循環資材の主
な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「地盤改良工、
土工」の基準を満足する試験成績表を受注者の責任において整備、保管
し、監督職員または検査職員の請求があった場合は、速やかに提示すると
ともに、検査時までに提出しなければならない。

砂の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等）を使
用する
場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成
30年4月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等の
スラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書
（経済産業省産業技術環境局 平成 24 年 3 月）に示された循環資材の主
な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「地盤改良工、
土工」の基準を満足する試験成績表を受注者の責任において整備、保管
し、監督職員または検査職員の請求があった場合は、速やかに提示すると
ともに、検査時までに提出しなければならない。

諸基準等の改定に伴う修正

港-1-2 １－３－３　砂利、砕石　2. １－３－３　砂利、砕石　2.

砂利・砕石の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ
等）を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドラ
イン(改訂)(平成27年12月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨
材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検
討会総合報告書（経済産業省産業技術環境局 平成 24 年 3 月）に示され
た循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の
「土工」の基準を満足する試験成績表を受注者の責任において整備、保管
し、監督職員または検査職員の請求があった場合は、速やかに提示すると
ともに、検査時までに提出しなければならない。

砂利・砕石の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ
等）を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドラ
イン(改訂)(平成30年4月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材
又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討
会総合報告書（経済産業省産業技術環境局 平成 24 年 3 月）に示された
循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の
「土工」の基準を満足する試験成績表を受注者の責任において整備、保管
し、監督職員または検査職員の請求があった場合は、速やかに提示すると
ともに、検査時までに提出しなければならない。

諸基準等の改定に伴う修正

港-1-3 １－３－４　石　5. １－３－４　石　5.

設計図書の定めにより鉄鋼スラグ水和固化製人工石材を使用する場合は、
「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成27年12
月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ
類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書（経済産
業省産業技術環境局 平成 24 年 3月）に示された循環資材の主な用途に対
する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「基礎工、本体工、被覆・
根固・消波工、裏込・裏埋工（港湾工事）」の基準を満足する試験成績表
を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求が
あった場合は、速やかに提示するとともに、検査時までに提出しなければ
ならない。

設計図書の定めにより鉄鋼スラグ水和固化製人工石材を使用する場合は、
「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成30年4
月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ
類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書（経済産
業省産業技術環境局 平成 24 年 3月）に示された循環資材の主な用途に対
する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「基礎工、本体工、被覆・
根固・消波工、裏込・裏埋工（港湾工事）」の基準を満足する試験成績表
を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求が
あった場合は、速やかに提示するとともに、検査時までに提出しなければ
ならない。

諸基準等の改定に伴う修正

頁 改定前 改定後 摘要

第７編 港湾・漁港編 30/39



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

第４章　一般施工 第４章　一般施工
港-4-1 第２節　適用すべき諸基準 第２節　適用すべき諸基準

（公社）日本港湾協会港湾の施設の技術上の基準・同解説
（平成30 年 5 月）

（公社）日本港湾協会港湾の施設の技術上の基準・同解説
（平成30 年 5 月）

諸基準等の改定に伴う修正

 国土交通省　ダイオキシン類に係る水底土砂の判断基準について
（平成 15 年9月）

 国土交通省　ダイオキシン類に係る水底土砂の判断基準について
（平成 15 年9月25日　国港環計第65号）

海岸保全施設技術研究会
　海岸保全施設の技術上の基準・同解説（平成16年6月）

全国農地海岸保全協会・（公社）全国漁港漁場協会・
（一社）全国海岸協会・（公社）日本港湾協会
　海岸保全施設の技術上の基準・同解説（平成30年8月）

（公社）全国漁港漁場協会　漁港・漁場の施設の設計参考図書
（2015年度版）

（公社）全国漁港漁場協会　漁港・漁場の施設の設計参考図書
（2023年度版）

（公社）全国漁港漁場協会　漁港海岸事業設計の手引
（平成25年度版）

（公社）全国漁港漁場協会　漁港海岸事業設計の手引
（令和2年度版）

第１７節　付属工 第１７節　付属工
港-4-47 ４－１７－５　車止・縁金物工　1. ４－１７－５　車止・縁金物工　1.

ハ）車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色及び安全
標識－産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と黒の
しま模様でなければならない。（但し、縁金物は除く。）なお、しまの幅
は20cm、傾斜は右上がり 60度でなければならない。

ハ）車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色及び安全
標識－産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と黒の
しま模様でなければならない。（ただし、縁金物は除く。）なお、しまの
幅は20cm、傾斜は右上がり 60度でなければならない。

誤植

第２４節　維持補修工 第２４節　維持補修工
港-4-59 ４－２４－２　維持塗装工　2. ４－２４－２　維持塗装工　2.

② 車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色及び安全
標識－ 産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と黒の
しま模様でなければならない。（但し、縁金物は除く。）なお、しまの幅
は 20cm、傾斜は右上がり 60度でなければならない。

② 車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色及び安全
標識－ 産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と黒の
しま模様でなければならない。（ただし、縁金物は除く。）なお、しまの
幅は 20cm、傾斜は右上がり 60度でなければならない。

誤植

第７編 港湾・漁港編 31/39



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）

第１０編　下水道編 第１０編　下水道編
第１章　下水道 第１章　下水道

下-1-1 第１節　適用　2. 第１節　適用　2.

２． 本章に定めのない事項については、第１編共通編第２章材料及び第１
編共通編第３章一般施工、（財）下水道新技術推進機構発行の下水道土木
工事必携（案）（2014年版）の規定によるものとする。

２． 本章に定めのない事項については、第１編共通編第２章材料及び第１
編共通編第３章一般施工、（財）下水道新技術推進機構発行の下水道土木
工事必携（案）（2021年版）の規定によるものとする。

諸基準等の改定に伴う修正

頁 改定前 改定後 摘要

第１０編 下水道編 32/39



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）

2 段階確認書 段階確認書

統一様式への移行に伴う改
定

頁 改定前 改定後 摘要

段　階　確　認　書

請負者記入欄

１．工 事 名 ：

２．確認種別 ：

３．確認事項 ：

上記について、段階確認をお願いします。

現場代理人

確認者記入欄

４．確 認 日 ： 　　　　 年　 月　 日

５．確 認 者 ： （自署）

６．確認方法 ： 　 臨 場　・　机 上

７．確認結果 ：

監督職員記入欄（※確認者が監督職員以外の場合に記入）

上記について、確認しました。

　　監督員　　   年   月   日

　　   年   月   日

様式－１１

年月日：

　長崎県建設工事共通仕様書の1-1-24に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告
いたします。

年月日：

確認者名：

年月日：

上記について、段階確認を実施し確認した。

監督職員名：

確　　認　　書
（※確認者が監督職員以外の場合に記入）

通　　知　　書

下記種別について、段階確認を行ったので通知します。

確 認 種 別 確 認 細 別 確認時期項目 確認実施日等

種　　　別 細　　　別 確認時期項目 施工予定時期 記　　　事

段　階　確　認　書

施　工　予　定　表

工事名
受注者名：

現場代理人名等：
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

8 事故等発生速報（第１報） 事故速報（第１報）

統一様式への移行に伴う改
定
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

9 事故等発生速報（第１報）【記入例】 事故速報（第１報）【記入例】

統一様式への移行に伴う改
定
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

14 被災者の現場復帰届

様式追加
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

15 被災者の現場復帰届【記入例】

様式追加
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

20 産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表 産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表

様式の修正
※電子マニフェストを利用
した場合の取扱いを追記
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長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R06.4.1）
頁 改定前 改定後 摘要

21 下請企業使用報告書 下請企業使用報告書

誤植（当初、変更の削除）
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